
1

令和６年第３回小鹿野町農業委員会総会議事録

１ 開催日時 令和６年４月２５日（木）午後１時３０分～午後２時１０分

２ 開催場所 小鹿野町役場 １階 議場

３ 出席委員 農業委員 （１２人） 農地利用最適化推進委員 （６人）

会長 １０番 黒沢 裕幸

会長職務代理 １番 吉田 恭寛

農業委員 ２番 豊田 均 ３番 加藤 功一 ４番 玉川 寿々子

６番 栗原 静男 ７番 髙岸 友行 ９番 町田 考子

１１番 新井 正志 １２番 守屋 善雄

１３番 田嶋 敏男 １４番 樋口 わかな

農地利用最適化推進委員

強矢 福司 黒澤 八重子 強矢 武夫

入澤 節子 市川 和男 増島 敏雄

４ 欠席委員

農業委員 （１人） ５番 髙橋 克予

農地利用最適化推進委員 （２人） 黒澤 忠弘 千島 政次

５ 農業委員会事務局職員

事務局長 田嶋 哲也 事務局 戸田 恭平

田嶋 明弘

６ 議事日程

日程第１ 議事録署名委員の指名

日程第２ 議案第４号

農地法第３条の規定による許可申請の審議について （３件）

日程第３ 議案第５号

農地法第５条の規定による許可申請の審議について （５件）
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報 告

（１） ６ヶ月後の現地確認について

令和５年１０月申請分について （５件）

（２） 農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借の合意解約の

通知について（２件）

そ の 他
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事務局長

議 長

事務局

（田嶋）

事務局長

議 長

皆さん、こんにちは。定刻になりましたので只今より令和６年第３回

小鹿野町農業委員会総会を開催させていただきます。本日は農業委員の

５番 髙橋克予さん、農地利用最適化推進委員の黒澤忠弘さんから欠席

の連絡をいただいています。千島政次さんも欠席となります。小鹿野町

農業委員会会議規則第６条 在任する委員の過半数を満たしていますの

で、これより総会を開催させていただきます。

総会に先立ちまして、農業委員会の担当の荻野が異動になりまして田

嶋が着任しております。自己紹介を申し上げます。

マスクを外して顔を見せていただきたいと思います。

４月から産業振興課に異動して参りました田嶋明弘と申します。私は

平成２５年採用で最初の５年間は税務課におりました。その後、町立病

院の事務局に６年間おりまして、今回こちらに異動して参りました。農

地のことは全く分からないことばかりなので、勉強してまいりますので

皆様どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、開催に当たりまして、黒沢会長より御挨拶をいただきます。

よろしくお願いいたします。

こんにちは。田嶋さんは私の住んでいる地区の隣で出身が○○でござ

います。よろしくお願いいたします。

寒かったり暑かったりで、天気予報を見ますと今日あたりからだいぶ

暑くなりまして、長期予報だと３ヶ月間は過去に例を見ない猛暑になる

という話もしています。私は午前中作業を行ってから総会に来ました。

皆さんもいろいろな仕事をしていますので、水分補給をしっかり行いな

がら作業をお願いしたいと思います。昨年は熱中症で１，７５１人くら

い全国で死亡しているようです。我々も外に出る機会が多いですから、

休みながら頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。

ここで連絡をさせていただきます。この前の農振協議会に出ましたが、

飯田のバイオマス発電の関係の説明会が本日午後１時からあります。先

月２９日に回覧があったと思います。昼の部が１３時から１４時で、夜

の部が１９時から２０時ということで小鹿野町中に回覧してあります。

この案件は農業委員会に出てくるのではないかと思います。今夜時間

の取れる方は聞いていただけたらと思います。私も出てみたいと思いま

す。場所は文化センターの大会議室です。よろしくお願いいたします。
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事務局長

議 長

１１番委員

（新井）

それでは、本日の案件は８件ほどあります。よろしくお願いいたしま

す。

ありがとうございました。それでは、早速議事に入らせていただきま

す。小鹿野町農業委員会会議規則第４条の規定によりまして、会長に議

長となっていただき議事の進行をお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。

はい。これから議事録署名委員を指名しますが、議事に入る前に新井

委員さん、久しぶりですので挨拶をお願いいたします。前に出て顔を見

せてください。

本日久しぶりに農業委員会総会に出席することが出来ました。８ヶ月

ぶりくらいになると思います。私は○○○○を患って昨年の１０月２０

日に１回目の手術をしました。先月２回目の手術をしてどうにか出てき

たところでございます。皆さんよろしくお願いいたします。

活動記録もつけることが出来なかったので、そこのところはよろしく

お願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

議 長 それでは、議事に移らせていただきます。

日程第１ 議事録署名委員の指名

指名につきましては私から御指名をさせていただきます。今回は１１

番 新井正志委員さん、１２番 守屋善雄委員さん、以上２名を御指名

申し上げます。よろしくお願いいたします。

議 長

事務局

続きまして、日程第２ 議案第４号「農地法第３条の規定による許可

申請の審議について」（３件）を上程いたします。

事務局より説明をお願いいたします。

それでは、説明をさせていただきます。

議案第４号 農地法第３条の規定による許可申請について審議された

い。令和６年４月２５日 小鹿野町農業委員会長 黒沢裕幸

番号１ ○○○字○○○○○○○ 面積 ○○○㎡ 字○○○○○○

○ 面積 ○○○㎡ 字○○○○○○○－〇 面積 ○○○㎡ 字○○

○○○○○－〇 面積 ○○○㎡ ４筆の合計面積 〇，○○○㎡ 地

目は全て畑です。 申請人 譲渡人：○○○ ○○○○ 譲受人：○○

○○ ○○ 〇 事由：当該地を譲り受けて野菜（トマト、ナス、枝豆、

ピーマン、ジャガイモ）や果樹（さくらんぼ、柿、ブルーベリー、梅）
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議 長

市川和男

推進委員

の栽培、養鶏をしたい。所有権移転となります。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。

案内図と公図（写）の１枚目が位置図となっています。

こちらにつきましては、○○○○○○〇○○○○さんから○○○ｍほ

ど北東の位置となっています。

続きまして、番号２の説明をさせていただきます。

番号２ ○○○○字○○○○○○－〇 地目 畑 面積 ○○○㎡

申請人 譲渡人：○○○ ○○○○ 譲受人：○○○ ○○○○ 事由：

当該地を譲り受けて果樹（栗）を栽培したい。所有権移転となります。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。

案内図と公図（写）の２枚目が位置図となっています。

こちらにつきましては、○○○○○○○○さんから○○○ｍほど東の

位置となっています。

続きまして、番号３の説明をさせていただきます。

番号３ ○○○○字○○○○○○○－〇 地目 畑 面積 ○○㎡

申請人 譲渡人：○○○ ○○○○ 譲受人：○○○ ○○○○ 事由：

当該地を譲り受けて大豆、果樹（かぼす）を栽培したい。所有権移転と

なります。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。

案内図と公図（写）の３枚目が位置図となっています。

こちらにつきましては、○○○○の○○○から〇.〇㎞ほど西側に進み

まして、○○○というところにある集落の土地となっています。

以上、事務局からの説明とさせていただきます。

事務局の説明が終わりました。現地確認の報告をお願いいたします。

お世話になります。報告いたします。先日の１９日に私と農業委員の

豊田さん、事務局の田嶋さんと戸田さんの４人で現地確認に行って来ま

した。

番号１の○○さんの案件です。こちらに関しては、面積も広いですが、

同時に農機具も購入しているようです。場所的には日当たりも良いです

し、耕作するには全てに関して良い条件が整った所だと思います。ただ、

事由の中に養鶏をしたいとあります。養鶏をする所の予定地ですが、す

ぐ隣に家が建っていますので、鳴き声や臭いがだいぶ出ますので、その

辺が少し心配ですが、ご両親も一緒に来て畑をするということでしたの

で、隣りの人と相談してもらえば養鶏に関しては問題なく出来るのでは
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議 長

強矢福司

推進委員

議 長

強矢福司

推進委員

事務局

ないかと思いました。

番号２の案件についてです。○○さんの農地には既に栗の木が植わっ

ています。予定としては、この農地に栗の木を増やして栽培を続けると

いう形のようです。日当たりも良いですし、赤枠で囲んでいる周りの土

地ですが、○○さんの所有の土地のようです。この申請に出ている農地

を購入することで全部を一括して管理が出来るということのようです。

その方がきちんと管理出来るのではないかということで問題は無いと思

いました。

番号３の案件についてですが、私も初めて現地に行きました。場所は

山の上の方で行くには大変な所です。この土地というのは、家がありま

してリフォームして住まれるそうですが、その家のすぐ横にある土地で

す。こちらは、日当たりも良いですし、本人は移り住んでくるよりも別

荘のような形で通いながら管理をしていきたいということのようです。

大変だと思いますが、本人がやる気があれば何とかなるのではないかと

思いました。以上です。

現地確認の報告をしていただきました。御質疑を承ります。御質疑の

ある方は挙手をお願いしたいと思います。

はい。

はい、どうぞ。

番号１についてです。案内図と公図（写）の比較をすると、どう見て

も今回の対象農地の所に家が宅地化しているように見えてしまいます。

住宅地図のここです。と指定していないと農地だけではなく宅地もある

のではないですか。ということになると３条だけの範囲では済まないと

思います。区分が明確になっていないですが大丈夫ですか。この筆には

宅地になっている部分があるのではないかと私は案内図と公図（写）を

見て疑っています。

説明をさせていただきます。上段の案内図の方では隣りの建物の近く

までという形になっていますが、現地確認を行いましたら、実際は間が

空いていまして建物があるという状況ではありませんでしたので、大丈

夫なのではないかと思います。
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強矢福司

推進委員

議 長

２番委員

議 長

２番委員

議 長

強矢福司

推進委員

議 長

強矢福司

推進委員

事務局から大丈夫という声を聞きましたのでありがとうございます。

現地確認に行った２番委員さん、いかがですか。

お世話になります。１９日に推進委員の市川さんと事務局の２人と一

緒に確認をして来ました。

この場所は、○○○の○○委員さんの家の前の方で見晴らしの良い所

です。強矢推進委員さんから話があったように宅地があるのではないか

ということですが、○○○○の所に家が建っていると思います。その家

も畑も一緒に購入し、農機具も購入して管理をしていくということです。

お墓もあるようですが、全部処分して平地にして使える状態にするとい

うことです。今まで住んでいた方が譲受人に渡すという形になります。

この土地については、宅地といえるか分かりませんが、養鶏をしてい

た所はコンクリートが打ってあります。そこは農機具関係のものや牛舎、

畜舎みたいな形にしたり、鶏を飼うというような利用になると思います。

宅地は現況の所だけだと思います。見た結果はそのような感じです。

現在○○○○には家が建っているのですか。

はい。すぐ住めそうな家が建っています。

強矢推進委員さん、○○○○には家が建っているそうです。

ここは宅地ですね。住宅地図で見ると隣りの○○○○の所に家が掛か

っているように見えてしまいます。現地との付け合わせなので何とも言

えませんが、現地に行って確認したことが最優先だと思いますので、確

認出来ていれば良いと思います。

４人で現地に行って見てもらっているようですので、これでよろしい

でしょうか。

はい。
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議 長

議 長

議 長

他にございますか。

（質疑無し）

御質疑が無いようですので、採決をさせていただきます。採決には、

委員の皆さんの挙手でお願いしたいと思います。

日程第２ 議案第４号 農地法第３条の規定による許可申請の審議に

ついて（３件）の採決を行います。本件につきましては申請通り許可相

当とすることに賛成の委員さんの挙手をお願いいたします。

（全員賛成）

全員賛成によりまして許可相当とすることに決定いたします。

議 長

事務局

続きまして、日程第３ 議案第５号「農地法第５条の規定による許可

申請の審議について」（５件）を上程いたします。

事務局より説明をお願いいたします。

それでは、説明をさせていただきます。

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請について審議された

い。令和６年４月２５日 小鹿野町農業委員会長 黒沢裕幸

番号１ ○○○○字○○○○○○○－〇 地目 畑 面積 ○○○㎡

申請人 譲渡人：○○ ○○ 〇 譲受人：○○○ ○○○○ 事由：

現在、○○○のアパートで生活しているが、父親の土地を借り受けて、

住宅を新築して小鹿野町に移住するため計画をした。使用貸借権となり

ます。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。

案内図と公図（写）の４枚目が位置図となります。

こちらのつきましては、○○○○○○から○○○ｍほど南南東の位置

にあります。

番号２ ○○○字○○○○○○－〇 地目 畑 面積 ○○○㎡ 申

請人 譲渡人：○○○○ ○○○○ 譲受人：○○○ ○○○○○○○

○○〇〇〇 ○○○○ 事由：昭和○○年頃から資材置場として使用し

ていたが、当該地番のみ違反転用状態になってしまった。是正をするた

め申請をした。所有権移転で追認の申請となっています。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。

案内図と公図（写）の５枚目が位置図となります。
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議 長

市川和男

推進委員

こちらにつきましては、○○○から○○○ｍほど南側に位置していま

す。

続きまして、番号３と番号４につきましては、関連していますので続

けて説明をさせていただきます。

番号３ ○○○○字○○○○〇○○○○－〇 地目 畑 面積 ○○

○㎡ 申請人 譲渡人：○○○○ ○○ 〇 譲受人：○○○ 〇 ○

○○ 〇 〇〇 事由：現在、○○○の賃貸住宅で家族と暮らしている

が、手狭になったので父親所有の農地を借りて自己用住宅の建築を計画

した。使用貸借権となります。

番号４ ○○○○字〇○○〇○○○○○－〇 面積 〇，○○○㎡の

うち○○○㎡ 字○○○○○○○○○－〇 面積 〇〇㎡のうち○○㎡

字○○○○○○○○○－〇 面積 〇，○○○㎡のうち○○○㎡ 合計

面積 ○○○㎡ 地目は３筆とも畑です。 申請人 譲渡人：○○○○

○○ 〇 譲受人：○○○ 〇 〇〇〇 〇 〇〇 事由：番号３の住

宅建築に伴う排水管の布設工事及び工事用資材、工事用車両等のスペー

スのため、一時転用を計画した。こちらも使用貸借権となります。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。

案内図と公図（写）の６枚目と７枚目が位置図となります。

こちらにつきましては、○○○○から○○ｍほど北東の位置となって

います。

番号５ ○○○字○○○○○○ 地目 畑 面積 ○○○㎡ 申請人

譲渡人：○○○ ○○○○ 譲受人：○○○ ○○○○ 事由：現在、

隣接地にて居住しているが、二世帯での生活であるため、自家用駐車場

及び生活用品置場が不足している。そのため、隣接する申請地を譲受け、

敷地施設を拡張し、駐車場及び物置小屋として一体利用を計画した。所

有権移転で令和５年３月１４日に農振除外が完了しています。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。

案内図と公図（写）の８枚目が位置図となります。

こちらにつきましては、○○○の○○○○〇の南側の奥の方に位置し

ています。

以上、事務局からの説明とさせていただきます。

事務局の説明が終わりました。現地確認の報告をお願いいたします。

報告致します。番号１の〇〇さんの案件ですが、現在、畑としては使

用されていないです。川からも少し離れています。近くに側溝があって
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議 長

事務局

すぐ隣りに家が建っていまして排水にも問題が無く、周りに畑等も無く、

影響を与えることがないので問題は無いのではないかと思いました。親

子ということなので、移住してもらえるのであれば小鹿野町の人口も増

えるので良いと思いました。

続きまして、番号２の案件についてです。

この場所は、既に砂利や物入れに使っているのか移動用のコンテナの

ようなものが数個置いてある状態でした。是正をするということなので

問題は無いと思います。

続きまして、番号３の案件です。

こちらも畑としては使用されていないです。周囲の畑より申請されて

いる土地の方が低いので、大雨が降った時は雨水の流れ込みが心配です。

盛り土の計画は無いということでしたので、気になるところはあります

が、親子間で家を建てるということなので、建設業者と上手く相談して

もらえば問題は無いのではないかと思いました。

続きまして、番号４の案件です。

番号３の住宅を建築するに当たって、どうしても排水を引く必要があ

るので、一時転用ということで仕方がないと思いました。問題は無いと

思いました。

続きまして、番号５の案件です。

こちらは、大きな柿の木やタラの木が植えてありました。ただ、北側

の川に向かっている方が急傾斜地になっているので業者の方と話をしま

した。建物を建てるに当たって、設計上は問題は無いのではないかとい

うことでしたが、要相談で危険が及ぶようでしたら物置小屋予定の建物

を移動して、少しでも安全な所に建てるように変更するかもしれません

という話はしていました。

現在住んでいる家がすぐ前にあります。二世帯で人数が増えていると

いうことから、この土地を有意義に使いたいということです。

道については、入り込めるような形の道がありましたので、きちんと

整備して使えるようになれば管理的にも差し支えないし、利用価値があ

るのではないかと思って見て来ました。

現地確認の報告をしていただきました。御質疑を承ります。御質疑の

ある方は挙手をお願いしたいと思います。

はい、補足があります。



11

議 長

事務局

議 長

事務局

議 長

議 長

議 長

事務局より説明をお願いいたします。

それでは、説明をさせていただきます。

番号５になります。崖地になりますので調整をお願いいたします。と

いう話を現地でさせていただきました。その後、配置図につきましては、

崖からだいぶ離れた位置で提出されています。

５番は令和５年３月１４日に農振除外が完了した案件ですね。

はい、そうです。

それでは、御質疑を承ります。御質疑のある方は挙手をお願いしたい

と思います。

（質疑無し）

御質疑が無いようですので、採決をさせていただきます。採決には、

委員の皆さんの挙手でお願いしたいと思います。

日程第３ 議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請の審議に

ついて（５件）の採決を行います。本件につきましては申請通り許可相

当とすることに賛成の委員さんの挙手をお願いいたします。

（全員賛成）

全員賛成によりまして許可相当とすることに決定いたします。

議 長

事務局

続きまして、報告に移ります。

（１）６ヶ月後の現地確認について

令和５年１０月申請分について （５件）

（２）農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借の合意解約の

通知について （２件）

事務局より説明をお願いいたします。

それでは、報告の説明をさせていただきます。

報告１ ６ヶ月後の確認ということで令和５年１０月に審議をしてい

ただいたものになります。

議案第２２号 農地法第３条の案件から説明をさせていただきます。
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議 長

市川和男

推進委員

番号１ ○○○字○○○○○○○－〇 地目 田（現況：畑） 面積

○○○㎡ 申請人 譲渡人：○○○○ ○○○○ 譲受人：○○ ○○

○○ 事由：当該地を譲り受けて野菜（ジャガイモ、トマトなど）や果

樹（ブルーベリーなど）を栽培したい。所有権移転となっています。

番号２ ○○○○字○○○○○○－〇 地目 畑 面積 ○○○㎡

申請人 譲渡人：○○○ ○○○○ 譲受人：○○○○ ○○○○ 事

由：当該地を譲り受けて野菜（ジャガイモ、ナス、大豆など）を栽培し

たい。所有権移転となっています。

次のページをご覧ください。

議案第２３号 農地法第５条の案件について説明をさせていただきま

す。

番号１ ○○○字○○○○○○○－〇 地目 畑 面積 〇，〇〇〇

㎡のうち○○○㎡ 申請人 譲渡人：○○〇 ○○〇○○ 譲受人：○

○〇 ○○○○○○○○○○○○ ○○〇〇〇 ○○○○ 事由：当該

地に工事車両やクレーンを設置し、携帯電話アンテナ基地局の改修工事

をしたいため。一時転用となっています。

番号２ ○○〇字○○○○○○ 地目 畑 面積 ○○○㎡ 申請人

譲渡人：○○○ ○○○○ 譲受人：○○○ ○○○○ 事由：昭和〇

〇年から農家住宅として使用していましたが、その後、増築などを繰り

返し、現在の違反転用状態になってしまった。是正をするため申請をし

た。所有権移転で追認となっています。

番号３ ○○○字〇〇○○○○－〇 面積 〇〇〇㎡ 字○○○○○

○－〇 面積 〇〇㎡ 合計面積 ○○○㎡ 地目は２筆とも畑です。

申請人 譲渡人：○○○ ○○○○ 譲受人：○○○○ ○○〇〇〇 〇

〇〇〇 事由：町営団地の駐車場が入居者に対して不足しているため、

新たに駐車場を造成したいので申請をした。賃借権で令和５年３月１４

日に農振除外が完了しています。

報告１についての説明は以上です。

事務局の説明が終わりました。現地確認の報告をお願いいたします。

お世話になります。報告いたします。

第３条の番号１についてですが、現在はまだ畑として使用していませ

んでした。畑には大きな草は生えていなくて耕作はされていない状態で

した。ただ、すぐ横の家をリフォーム中でしたので、リフォームが済ん

でから耕作するのではないかと思われます。実際は耕作していないのが
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議 長

事務局

議 長

現状ですが、たぶん耕作してくれると思います。

番号２については、既にジャガイモやゴボウ、ネギが栽培されていま

した。

続きまして、第５条についてです。

番号１のアンテナ基地局の改修工事については終わっていました。工

事関係のものは全て無くて元に戻してある状態です。

番号２の○○の○○さんの案件については、普通に住んでいまして問

題無い状態でした。

番号３の町営住宅の駐車場については、ほぼ完成状態になっていまし

た。

続きまして、報告２の説明をお願いいたします。

それでは、報告２の説明をさせていただきます。

こちらにつきましては、農地法第１８条第６項の規定による通知があ

ったものということで、農地を貸し借りしていて、解約をした場合には

農業委員会に通知を出さなければいけないというものがあります。農地

中間管理事業で賃借をしている土地につきまして、面積に変更がありま

したので一部解約するという通知が届いたものになります。

番号１ 番号２となっていますが、同じ土地、同じ面積となっていま

す。

番号１ 〇〇〇〇字○○○○○○－〇 面積 〇，〇〇〇㎡のうち○

○㎡ 字○○〇○○○－〇 面積 ○○○㎡のうち〇.○○㎡ 合計面

積 ○○.○○㎡ 地目は２筆とも畑です。 申請人 賃貸人：〇〇〇〇

○○〇〇〇〇〇〇〇 ○○〇 ○○ 〇 賃借人：○○ 〇〇〇〇〇〇

〇〇 〇〇〇〇 事由：道路改良事業のため、農地中間管理事業を通じ

た賃借を一部解約するため。ただし、残地は継続契約となっています。

番号２ 賃貸人：〇〇〇〇 〇〇〇〇 賃借人：〇〇〇〇○○○○○

〇〇〇〇 理事長 ○○ ① 農地賃借の合意解約となります。

報告２について事務局からは以上となります。

場所は〇〇〇〇の下ですね。町にお願いしまして４ｍ道路が出来まし

た。〇〇〇〇さんが３反歩ほど借りていた所です。町で唯一の砂利道の

町道ということで、区の方から申請をしまして３月中に完了したという

ことで、このような手続きに入ったということです。

議 長 続きまして、その他に移ります。
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事務局

強矢福司

推進委員

議 長

強矢福司

推進委員

事務局よりお願いいたします。

事務局からはございません。

はい。

はい、どうぞ。

第５条申請の番号４についてです。案内図と公図（写）を見ていただ

きたいと思います。赤い丸の所に津谷木橋の工事のための資材置場とし

て工事をされていました。今までの案件で一時転用の申請が無かったの

でどのようになっているか確認をしましたら、埼玉県の県の工事で埼玉

県が使用するということで、許可の不要案件ということで一時転用が既

に実施されたわけです。私たちには知らされておりませんでしたので、

ここは〇〇〇〇さんが資材置場として使用していると思いました。転用

が無いのはおかしいということで事務局や秩父農林振興センター、秩父

の多くの所に確認をしました。これだけでしたら問題は無いですが、こ

の資材置場の工事につきましては、工事の仕様書が閲覧出来るので閲覧

しました。

工事の仕様書には、特別管理産業廃棄物と表示してあります。特別管

理産業廃棄物というのはどのようなものかと言いますと、ドクロのマー

クがあるような危険な薬物や製品を言います。

この橋の工事で撤去して一時的に保管して、処分は神奈川県の方に持

って行ってコンクリートで固化して、最終的には専用の処分場に埋め立

てて永久に処分されるという内容のものです。

工事について農業委員会事務局にお知らせがあったか分からないです

が、農地にこのような行為が行われることに対して農業委員会に一切の

説明が無いのは不自然なことだと私は思っています。許可不要案件であ

っても県から協議書なり建築確認による計画通知という形で通知があれ

ばきちんと伝わるのですが、ルールを作っていかないと農地に何を置い

ても良いということになってしまいます。それをこちらも把握しないと

問題があると思います。今後は、許可不要案件であってもきちんと農業

委員会に報告するというルールを確立していただきたいと思っていま

す。特に今回については、特別管理産業廃棄物を保管、処分した後の結

果もきちんと報告していただければと思っています。
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議 長

３番委員

議 長

３番委員

事務局

昨日、たまたまこの地主の○○ 〇さんにお会いして、いろいろお話

を聞いています。サルや鹿、イノシシが大変多くて苦労しているそうで

す。以前は白菜などを作ったりして、沢山出来たら近所におすそ分けを

していたそうですが、最近は獣の害が増えて大変だとおっしゃっていま

した。電気柵等の案内をさせていただきました。本人が今後もある程度

農業をする気持ちがありますので、問題の無い農地として返却していた

だければと思っています。地主さんにきちんとこのことまで説明をして

いるか分かりませんが、このことも含めて今後、検討していただきたい

と思います。要望ということでお願いいたします。

橋を補修します。資材が置いてあります。というように皆さんが出掛

けた時に気付いたら事務局に話をしていただいて、申請が出ているか確

認をしていただきたいと思います。事務局も話があれば確認をしますが、

毎日見ているわけではないので、各地域に農業委員さん、推進委員さん

がいらっしゃいますので報告をお願いいたします。その方向で進めてい

きましょう。よろしくお願いいたします。

他にございますか。

はい。

はい、どうぞ。

地域計画について今後の進め方や予定で決まっていることがありまし

たら教えてください。

事務局から地域計画について説明をさせていただきます。

農業委員会としての役割ですが、地域計画については、１０年後担い

手の方たちがどこの農地を利用していくか地図の素案を作るという作業

があります。その前に小鹿野町の方で地域の選定をして、農業者の方や

担い手の方を集めて話し合いの場を設けてからでないと出来ないところ

があります。今のところ済んでいるのがエリアです。地域計画をどこで

策定するかというところのエリアを確定した段階です。地権者との話し

合いや意向の調査はこれからになります。その辺が進みましたら皆さん

にもお願いすることがあると思いますのでよろしくお願いいたします。

分かっている情報はこのくらいです。よろしくお願いいたします。
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３番委員

議 長

議 長

事務局長

ありがとうございました。

他にございますか。

（無し）

皆さんから無いようですので議長の席を降ろさせていただきます。あ

りがとうございました。

慎重、御審議いただきましてありがとうございました。次回の農業委

員会総会は５月２７日の月曜日 午後１時３０分からこの議場となって

います。よろしくお願いいたします。

以上を持ちまして令和６年第３回小鹿野町農業委員会総会を閉会させ

ていただきます。大変お疲れ様でした。


